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　新年明けましておめでとうございます。

　皆様におかれましては、健やかな新年をお迎

えのことと謹んでお慶び申し上げます。

　本会は昭和26年に誕生し、お陰様を持ちまし

て今年の８月に70周年を迎えます。これもひと

えに地域に根差した活動を継続されてきた各支

部の会員の皆様と関係者各位のご協力の賜物と

考えております。この場を借りまして深く感謝

を申し上げます。

　さて、昨年は新型コロナウイルス感染症拡大

防止のための緊急事態宣言が発出されて以降

様々な事業・イベント等が中止あるいは延期と

なりました。解除後も総会懇親会や本年１月に

予定されていた賀詞交歓会など本会の主だった

交流事業が中止を余儀なくされたことは大変残

念でなりません。そのような中、コロナ禍の対

策として三密を回避しながら国のガイドライン

に沿った検温や消毒、換気、マスクやフェース

シールドの着用などを徹底した上で建築士の試

験を実施し、無事に建築士の新規合格者を登録

することができました。また建築士の法定講習

である定期講習や、既存住宅状況調査技術者の

更新・新規講習、そして女性委員会のわくわく

セミナー等も参加人数の制限や同様の対策を講

じながら、さらにはオンライン学習の導入等に

より例年並みに開催することができました。

　茨城県の建築パトロール事業や応急危険度判

定士の模擬訓練・講習、木造住宅の耐震診断士

の養成講習なども協力し実施することができま

した。さらに各市町村から依頼のあった空き家

対策の無料相談会への相談員の派遣や耐震診断

士の要請についても各支部の会員の皆様の協力

により何とか要請に応えることができました。

　今後も各支部や行政、建築関係団体とより緊

密に連絡を取り合って協力体制を強化するとと

もに地域貢献活動を実施し、一般社団法人とし

て地域社会の健全な発展に一層寄与してまいり

たいと考えております。

　一方、会務運営の安定化と地域に根差した士

会活動を行っていくためには若年層会員の確保

による会員増強が不可欠です。昨年、建築士法

改正により建築士試験制度が変わりました。制

度改正により受験者数・若手後継者の増加が期

待されるところですが、一方で大都市と地方の

間では建築関連の専門課程を有する大学の数な

ど、教育環境の差が表面化する懸念もあります。

今後、本県がさらに発展するためには、社会構

造の変化にいち早く対応し皆が協力して新しい

ことに挑戦していく必要が有ります。本会とし

ても、地元に密着した建築士ならではの発想を

持ち寄り、建築文化の発展の一翼を担えるよう

努力してまいります。

　最後になりますが、会員の皆様の今年のご健

勝とご多幸を祈念し、新年の挨拶といたします。

創立７０周年を迎えて
会長年頭あいさつ

一般社団法人 茨城県建築士会

会長  柴 和伸
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□計画の背景
　近年のつくば市の子どもの数は、TX沿線の増加
に対し、北部筑波山麓地域は減少し多くの小中学校
で小規模校になっていました。そのため教育環境を
より充実させることを目的として、７つの小学校と
２つの中学校で構成される施設分離型の小中一貫校
を、施設一体型として整備したものです。

□計画地について
　筑波山麓の北条地区は、江戸時代に筑波山参拝の
門前町として、多くの旅宿や参詣客で賑わいました。
城下町のように家屋が建ち並び、商家が軒を連ねる
在郷町として栄え、歴史的な店蔵や土蔵の街並みが
今でも残されています。また周囲には、筑波山系を
はじめとする豊かな生態系が育む自然環境が広がっ
ています。
　そのような北条地区の、筑波交流センターに隣接
した造成地に新たな学校を整備しました。

□施設計画について
　北条の町が土蔵造りの店蔵一つ一つが集まり商業
地を形成したように、伝統建築が通りに面して立ち

並ぶ情景を、配置計画や外部デザインのモチーフと
しています。
　施設は南北軸に「紫峰のみち」とよぶ構内動線を
通し、これを中心としてすべての学校機能を配置し
ました。ここは学校機能をつなぐ廊下の機能ととも
に、生徒児童の活動の中心としてのコミュニティス
ペースの役割を果たし、また上下階を吹抜けにする
ことで施設を一体化しています。ここには９つの旧
校舎の校章や校歌を柱にデザインし、各学校の歴史
や思い出を残しました。

□平面計画について
　正門正面の建物が、学校への入り口となる部分で、
長屋門をモチーフとしたデザインの建物としていま
す。ここに設けられた職員室や校長室により、管理
視線の行き届いた安心・安全な配置計画となってい
ます。
　「紫峰のみち」に沿って特別教室が関連する教科
ごとにまとめて配置され、この「紫峰のみち」は特
別教科と関連付けた展示や学習コーナーとして活用
できる場となります。
　さらにここから３つの房状に分かれた普通教室が

秀峰筑波義務教育学校
建築作品紹介
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配置されています。生徒の生活の場である普通教室
は学年ユニットを形成することによって、多様な学
習形態を可能としました。
　また、３階には「紫峰ホール」と名付けた多目的
室を設けています。雄大な筑波山とともに、北条の
まちなみを見渡せるテラスを伴った開放的な教室で
は、１学年がゆったりと利用できるランチルームや
音楽観賞会や客員講師を招いた講演会などに利用さ
れています。

□環境計画について
　機械に頼らない通風や採光を基本としながら、自
然エネルギーの活用を最大限に享受できるよう地中
熱換気システムや太陽光パネル、雨水散水利用など
を採用しています。
　自然換気は各教室の開口部はもとより、吹き抜け
や換気専用ボイドの上部ハイサイドライトに遮風板
を設けることで、外部の風に左右されることなく換
気を促します。
　このような景観や、自然力を導入した施設で学ぶ
ことが、将来を担う子供たちへの環境保全教育の一
助となることを期待します。

■建物概要／秀峰筑波義務教育学校
●所　在　地　　つくば市北条
●設計・監理　　（株）横須賀満夫建築設計事務所
●建 物 用 途　　義務教育学校
●敷 地 面 積　　41,156.62 ㎡
●延 床 面 積　　17,313.61 ㎡
●構造・規模　　RC造、地上３階
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　10年前の2011年３月11日に発生した東日本
大震災。創立60周年記念号でもある『けんちく茨
城』76号に特集を組みました。
　本号ではこれまでの10年間を振り返り、特集に
寄稿いただいた方々に改めてご協力いただき、それ
ぞれ個人の、あるいは支部での取り組み、建築士と
しての思いなどを綴っていただきました。

本会建築士たちの活動記録

特 集

3.11 東日本大震災から10年
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　東日本大震災からまもなく10年。当時の記憶は月
日と共に風化しつつあり、私を含めた大多数の人は

「喉元過ぎれば熱さを忘れる」のことわざ通りになっ
てはいないか。区切りの年を迎えるにあたり自戒の
念を込めて再考したい。
　あの震災があった３月11日、つくばで耐震診断・
補強計画判定会議に出席していた私は常磐道が閉鎖
され一般道は大渋滞の中、５時間半かけて常陸太田
市の自宅に戻った。自宅近くにある国道の橋は支承
や橋脚に大きな損傷を受け地震直後から全面通行止
め、架け替えまで３年８か月を要した。私も新潟県
中越地震と同様、応急危険度判定活動にも参加した
が建物や道路などは大きく損傷し、ライフラインも
なかなか復旧せず、余震の中でガソリン・食料・飲
料水等物資不足も重なり大変な思いをされた方が多
かったのではないだろうか。

　現在は茨城県建築センターで審査業務に携わって
いるが、確認申請された設計図書から震災後の変化
を垣間見ることがある。木造住宅では平屋建てが増
え、２階建ては建築基準法には規定されていない直
下率に配慮された計画も多い。他にも備蓄倉庫を備
えた建築物や耐震設計の安全率に余裕を持たせた計
画、海岸近くでは１階の津波浸水を想定したものま
で多種多様である。震災から得た教訓を生かしなが
ら日々の仕事に向き合っている証であり、建築に携
わる全ての建築士に頭の下がる思いである。
　今コロナ禍の話題は尽きないが、形は違っても目
に見えない脅威がいつ自分の身に降りかかるか分か
らない状況は震災と共通点も多い。緩みのない生活
など私には出来そうもないが、少なくともしなやか
な心持ちで来たる災害を乗り越えられる一助になり
たい。

■ 久 慈 支 部 　 大 畠  勝

震災から10年に寄せて

相談風景震災風景

震災風景
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　2011年３月11日。誰にとってもその日を語ること
ができる忘れがたい大災害。
　それから10年の歳月が過ぎ、社会、街、暮らし人
の変容はどうなのか。建築士としてなじみある東北
地方に出かけるたびに地域の復興を感じ、またそこ
に暮らす人々と触れ合うことが多かった。10年経過
し、街並みは国民総力により整備されつつあり、か
つてはどうだったのかと思い返すのも困難なほどの
眺望を感じることが多い。
　松島湾に面する宮城県東松島市野蒜、東名地区は

JR仙石線が地震、津波双方による被害を受け（写
真１，２）この地区にある野蒜駅、東名駅は北部丘
陵地に移転され、その周辺に集団移転先が整備され
ている（写真３，４）。駅近辺には津波復興拠点整備
事業により、地域住民の交流促進や生活の質向上、
有事の際の非常用品の備蓄するための場として地区
の市民センターが整備されている。また、校舎の津

波被害や児童数減少による統合小学校も開校し付近
は目を見張る建築物群に新興住宅地を思わせる。高
台から南の海を眺めると以前の街並みも松林も失わ
れ、すがすがしいほどの海までの平坦砂地が見渡せ、
縄文の時代に見たものはこうだったかと思いが湧き
出る。
　名勝松島から湾の東側にある宮戸島は陸側との唯
一の通路である橋や堤防、道路の崩壊の被害が大き
かった。この地区には市民センター、観光案内所を
目的とする機能、移住体験施設、新規就農技術習得
管理施設などの復興再生多目的施設が建設された。
見学した際は観光客が多数来場していた。地域の
方々はこのにぎわい作りの仕掛けに尽力されている。
　牡鹿半島側にうつり、東北電力女川原子力発電所
を抱える女川町。被災当時は行くことはできなかっ
たが10年目を目前にその復興に興味があり昨年秋現
地の見学をすることができた（写真５，６）。被災前

■ ひ た ち な か 支 部 　 川 又  晴 彦
　 　 　 　 　 　 　 　 　 川 又  美 恵 子 　 共 著

そして10年　～故郷に想う～

写真１　震災時野蒜駅 写真２　震災時野蒜駅周辺

写真３　復興後野蒜駅 写真４　復興後野蒜駅周辺
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町人口１万余名、3968世帯であったが、人的被害は
死者574名、死亡認定者253名、家屋被害全壊2924棟、
大規模半壊149棟、半壊200棟。リアス式海岸のＶ字
型の湾奥にある町での津波エネルギーはすさまじ
い。平成23年５月１日には女川復興推進本部を立ち
上げ港町の再生をめざした。山の造成や浸水区域の
土地の盛土、かさ上げを行い、山造成部には住宅地、

JR石巻線終点女川駅から港湾部には商業観光施設、
湾岸部に水産加工施設などゾーン分けを行い、現在
も取付道路等の工事が行われている。駅からの商業
施設、湾の眺めはかつての港町女川は感じられない
が、震災遺構として残るＲＣ造の津波の引き潮で倒

壊した旧女川交番は確かに女川があったのだと感じ
た。
　歴史的に見ても大きな事変があり街が再編され都
市整備がなされてきた。10年の間、道を整備し、人
が住むための土地を確保し、人が集う場所もできた。
産業もある程度復興した。が、生活の主体である人
の心はどうであろうかと、新しき街を見て思う。10
年目丑年。個々の力は小さくとも着実に力強く牛歩
のごとく地域の復興とともに心の復興と未来への希
望を持ち続けてほしいと思う。
　見た目の復興は進んだ。しかし心の復興は永遠に
続く。

　震災時、笠間市の委託により応急危険度判定に続
き、およそ百件ほどの住宅の、一次・二次の被害認
定調査に関わった。被災から十年も経過しているの
に、（住宅の場所は特定出来ないが）損傷や被害の度
合、判定を依頼した方の訴えなどを強く記憶している。
　り災証明に関わる調査であったので、何組かの建
築士グループに分かれ、午前中に一件ほど、午後に
二件というスケジュールで行われていたので、本来
の業務を離れおよそ二カ月近くは従事していた。
　笠間市は、地域的に全壊や半壊の認定は比較的少
なく、棟瓦の落下・建物内外の壁や基礎のひび割れ
が主な損傷部分となっていたが、幾つかの特異な例
もあった。

　その一部を紹介するが、新築数カ月の住宅の木製
階段の落下があり、外部の壁などの損傷は比較的少
なく、若い住人の方は、ただ泣くばかり、「早急に
施行会社に修理の依頼を」と言う、アドバイスをし
ながらの調査となった。また、地震に備えて耐震補
強を行ったばかりの住宅の被害は、外付けホールダ
ウン金物の、基礎への取付部分の破壊や、周囲のモ
ルタル壁のひび割れで、構造の教科書通りの力の流
れを見ることが出来た。
　一次・二次判定ともに認定は公平に行い、認定数
値の微妙な場合は、グループで共に再計算をして協
議した。認定に同意が得られない場合は、さらに数
値を検討し、従前に用意をした資料等を参考に見せ

■ 県 央 支 部 　 磯 山  治

忘れてはならないこと

写真５　旧女川交番 写真６　女川駅前

07けんちく茨城 105号



　最初に、未だ東日本大震災に於いて、復興・復旧
のなかばでご苦労されている皆様にお見舞い申し上
げます。
　未曾有の大地震から10年。被災した数多くの建築
物を目の当たりにして、人間社会が構築する全ての
物は、地球エネルギーの前ではなんと儚いものであ
るかを思い知りました。
　しかしながら、建築に携わる者としては嘆いてば
かりいる訳にもいかず、日々の設計業務に経験を生
かせるよう微力ながら努めております。
　笠間市では震災前より「震災に強いまちづくり」
を推進することを目的として「木造住宅耐震診断事
業」を実施しており、建築士会を通し地元会員に要
請があり、耐震診断を行っております。全診断件数
は把握しておりませんが、私の今までの診断件数は
20件です。
　基本的に、昭和56年５月31日以前の建物が診断対
象であり、当時の建物は［無筋コンクリート基礎。
耐力壁必要量不足。耐力壁配置バランス不良。］等
危険要素を含んでいるといわれています。行ってい
る耐震診断は一般診断法に基づく外観による目視調
査ですから未確定要素も多く、危険側の判定となっ
てしまうのはやむを得ない状況ではあると思います。
私の診断物件の中で上部構造評点が高いもので0.31

低いものは0.04と到底1.0には程遠く、倒壊する可能
性が高い判定になってしまいます。依頼主へ報告す
る際は、今回の診断はあくまで耐震補強が必要か否
かの参考資料であり、あまり過剰に不安にならない
よう慎重に言葉を選び説明をするよう心掛けており
ます。また、精密診断を行った上で耐震補強設計及
び工事等の話もするのですが、実際問評点の低いも
のを、1.0以上の耐震補強改修工事をするにはかな
りのコストを検討しなくてはならないと、いつも説
明時は苦慮しています。改修か改築かを。
　震災前の物件で評点が低かったものについて心配
になり、震災後外観を見て周りました。幸いに倒壊
している物件は無く、安堵した記憶があります。
　耐震診断の調査をしてみると、中には基準法云々
をいう前に、建築工事施工に問題があると思われる
事もしばしば。構造補強を行わない、無理な増改築
（１階柱を撤去し、広間構築）、（安易なコンクリー
トブロック基礎で増築）など。いずれにしましても、
地震国日本に生きている以上、今後も我々建築士に
とって、揺れにどう対処するのかは永遠の課題と思
われます。耐震・制震・免震等　何を選択するのか
今後も考えていかなければならない大きな問題です。
命を守るために。

■ 県 央 支 部 　 糸 賀  宗 雄

木造住宅耐震診断をとおして思うこと

て説明を行ったりもしたが、どうしても納得しても
らえず、二次判定に至る場合もあった。
　調査の被災状況と人。もちろん震災がもたらした
ものだが、様々な損傷の原因と被害を受けた住人が

いた。それらは、デザインより構造の重視・依頼者
との多くの対話などと、私の設計スタイルを変えさ
せるのに、充分な経験となった。

10年間修理されずに残る屋根 棟瓦の高さ（段）を減らして修理された
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壊された基礎 割裂した基礎と犬走り

欠落した漆喰壁 山積された瓦

筋違いの無い小屋組み 大谷石基礎

束建て床組み地割れ

柱と壁の隙間から外が見える
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　「東日本大震災から10年」という題で何か書いて
くださいとお願いされ執筆しますが、10年たった今
でも東日本で多発する地震が東日本大震災の余震と
報道されるたびに驚いております。
　近年、地球温暖化の影響なのかわかりませんが、
異常気象による50年に一度というようなゲリラ豪雨
が毎年のように日本のどこかで発生し、台風も大型
化しているように思います。それによって河川の氾
濫や土砂災害など家屋などへの被害も多種多様化し、
その度に国・県・市町村は対応しなければなりませ
ん。私たち建築士も出来る限りの協力体制をとれる
よう努力していかなければならないと思っています。
　昨年は茨城県においても那珂川の氾濫により水郡
線も被害に遭いまだ全面復旧していない状況です。
　また、新たなる法改正などでは（もうすぐ始まる

省エネ法による規制）伝統工法による住宅が建てづ
らくなりつつあります。住宅の建て主様によっては、
昔ながらの伝統工法で建てたい人もいることも確か
です。断熱効果はないのですが、夏は建具を開放し
風通しの良い住宅に住みたい人もおります。
　二酸化炭素軽減も必要だということもわかるので
すが、ある程度自由度も残してほしかったと思って
います。
　昨年はコロナコロナで建築士会本部事業、桜川支
部の事業もほとんど開催されず、仕事にも影響して
きました。会員同士の交流や支部の啓蒙活動も出来
ず、今年になってもコロナの影響が懸念されます
が、みんなで頑張ってコロナ不況を乗り切っていき
ましょう。

■ 桜 川 支 部 　 鈴 木  孝 和

3.11 東日本大震災から10年
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　『けんちく茨城創立60周年記念号』に東日本大震
災の活動記録が掲載されるなんて、なんという巡り
合わせなのだろう！　昭和の時代は大きな戦争や紛
争があり、平成の時代は自然災害の時代であった。
令和に代わった今「COVIT19」という未知のウイ
ルスに人類が襲われている。祖父から昔は堤防や堰
がなかったので、多くの水害が発生した。でも今は
大きな堤防ができたのでもう水害はないだろうと教
わった。小学生のころ宮城県の志津川（南三陸町）
に行ったとき、ここは地球の裏側で起きたチリ地震
の時に、津波に襲われたのでそれを防ぐために大き
な堤防を作ったからもう大丈夫だよと地元の人に教
わった。
　でもどうだろう？　東日本大震災の時、志津川の
堤防は大津波に襲われ、破壊され建物と多くの人々
の命を奪った。2015年の台風18号の大雨による鬼怒
川の氾濫、1986年の小貝川の氾濫と生きているうち
に近くで２回も大きな堤防が壊された。「建物を作
る」ということは「自然から人々を守るシェルター」
を作ることで、「建物」は自然から様々な力や災い
を受けます。建築士はそれを知識と技術を磨くこと
によって「建物を自然から守る」ことを常に考え日々
の設計・監理に生かさなければならないと痛感して
います。

■ 下 妻 支 部 　 軽 部  守 彦

3.11 東日本大震災から10年
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　福島県郡山市生まれ。昭和38年４月茨城
県職員となる。住宅課配属。その後、土木事
務所等や鹿島開発組合、高萩市役所等へ派遣。
県庁を退職後は平成18年４月、（株）安心確
認検査機構に勤務、現在に至る。

―県職員としての思い出
①�県職員となり間もなく鹿島臨海工業地帯鹿
島開発組合現地事務所へ派遣（旧神栖町）、
現地を毎日オートバイで移転建物の補償
評価の調査に駆け巡った。
②�新潟県中越地震の現地で建築士会の皆様と
共に被災建築物応急危険度判定活動に参
加し、被害状況を調査し判定・表示をした。
③�高萩市へ出向し、市民に接しての建築行政
を勉強しました。

―今こそ建築士会に加入を
　建築基準法等の改正、運用等説明会の開催。
また建築士の法定講習会や、定期講習会の開
催を充実させるなど行政、建築士会、建築関
係団体等との連携を充実させて建築士会の存
在を周知させることにより会員としての意義
が生まれると思います。

―趣味として続けていること
　「蕎麦の一生」として地域の仲間と一緒に
近くの畑をお借りして蕎麦の種を蒔き、収穫
して自前の蕎麦粉で手打ち蕎麦をつくって楽
しんでいます。年越しそばも仲間内で楽しみ
ました。時には老人施設等へも蕎麦粉持参で
ボランティアに出かけます。

　福島県生まれです。
　茨城県庁に採用され退職まで、建築指導課、
鹿島開発組合鹿島事務所、住宅課等での勤務
でした。
　現在、茨城県建築センターに勤務していま
す。
　昭和42年４月に鹿島開発組合事務所（旧神
栖町）で、工場用地引き渡し期限が迫ってい
た関係で民間の建築士の方々にも応援もいた
だいての移転対象家屋を調査する毎日でした。
翌年５月の連休中にも休みなく移転の引っ越
し手伝いをしたほど忙しいようなところでし
た。その時に巨大開発事業にちょっぴり関わ
れた当時を懐かしく思い出します。
　昭和53年６月宮城県沖地震によるブロッ
ク塀等の倒壊による事故があり、茨城県も県
内のスクールゾーンにあるブロック塀を対象
に一斉調査を実施することになり各支部の皆
さんのご協力を得て行いました。その後の危
険ブロック塀対策に役立つ調査となりました。
　会員の皆さんとは、ソフトボール大会や建
物の視察研修旅行、チャリティゴルフ大会な
どに参加させていただいてとても良い交流が
できました。

「今こそ建築士会に
　入会を」

舞木 善郎 氏（県庁支部）
昭和19年生まれ／昭和57年入会／会員歴38年

遠藤 勝重 氏（県庁支部）
昭和20年生まれ／昭和57年入会／会員歴38年

「建築士会の
　各支部の皆さんの
　協力と交流に感謝」
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《Web申請 及び 即日審査・交付（詳しくはスタッフまで）を取り扱っています》 

茨城県知事指定確認検査機関 

株式会社 安心確認検査機構 
安心で快適な“まちづくり”をサポート 

ＵＲＬ：  

●建築確認・検査業務

●適合証明業務（フラット35）

●長期優良住宅技術的審査業務

●住宅性能評価業務

●住宅瑕疵担保責任保険検査業務

●低炭素建築物技術的審査業務

●認定表示技術的審査業務

●既存住宅検査業務

●建築物エネルギー消費性能適合性判定業務

●性能向上計画認定技術的審査業務

●ＢＥＬＳ評価業務

【取扱業務内容】（茨城県全域） 【業務の範囲】

●10,000㎡以内の建築物の建築確認、及び完了検査並び

に中間検査（仮使用認定）

●施行令第146条第1項第1号に規定する建築設備

（エレベーター及びエスカレーター）

●施行令第138条第1項に規定する工作物

■本部事務所

〒310-0805

茨城県水戸市中央1-8-17

ＴＥＬ：029-224-8522

ＦＡＸ：029-224-8666

Ｅ-Ｍａｉｌ：

■つくば事務所

〒305-0051

茨城県つくば市二の宮2-1-3

クラフト二の宮ビル2階

ＴＥＬ：029-886-3155

ＦＡＸ：029-886-8021

Ｅ-Ｍａｉｌ：

建築士個人の責任が問われる!?
新たなリスクに備えて新登場。

建築士賠償責任補償制度

勤務建築士用
けんばい
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①小笠原　浩二　53歳　土浦支部

②町役場職員

③この度、建築士会に入会させていただきました小笠原です。よろしく

お願いいたします。

④今、特定空家の調査を行っているため、少しでも建物のことを勉強す

るために入会しました。

⑤今の仕事にプラスとなる講習会があったら参加したいです。

⑥経験や知識を高め、様々な分野に精通した建築士になれるよう努めた

いと考えております。

①江田　友之　50歳　筑西支部
②ゼネコンで施工を学び、その後設計事務所を主体とした不動産、行政書

士、土地家屋調査士業務を行う事務所で15年間勤務。現在、建設会社で
土木建築の設計施工業務に従事しております

③　私はこれまで、建築設計を主体としながら様々な関連分野の業務に携
わってまいりましたが、幅が広い分知識が浅いと感じております。当会
に所属させていただき、知識に深みを持てるよう色々と見聞していきた
いと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。

④建築士に関する情報や知識の習得、講習会やセミナーへの参加を経て、
お客様へのご提案を増やそうと思い入会致しました。

⑤セミナーや地域に貢献する活動に参加させていただきたいと考えております
⑥設計士になる事が子供の頃からの夢でした。設計に携わる業務に就けた

今、将来に想うのは、自分が死んでもなお生き続ける建物に未来の役割
が担えるよう、先の世代の変化に追随してゆけるような建物を創造でき
る士を目指しております。

①市毛　あすか　42歳　県央支部
②株式会社 市毛建築設計事務所　代表取締役
③神奈川・東京で15年間設計の仕事に携わり、約４年前帰郷し、今年前社

長から引き継ぎ設計事務所の代表を務めております。建築の深さに魅了
されており、まだまだ日々勉強です。全世界が大変な時期ですが、常に
上を向いて頑張っていきたいと思っております。どうぞよろしくお願い
致します。

④人との繋がりを大切にし、地元地域でご活躍されている方々と交流を深
め、自分自身を高められていければと思い入会させて頂きました。

⑤講習会や見学会など参加させて頂きたいと思います。
⑥後世に残すよりよい建築とは何か…日々考えながら丁寧に仕事を積み重

ねていきたいです。常に幅広い経験・知識を深め、これから少しでも建
築を通して世の中に貢献していければと思います。

小笠原 浩二 53歳
支部名：土浦支部

江田 友之 50歳
支部名：筑西支部

市毛 あすか 42歳
支部名：県央支部

Freshman!!Welcome
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①小口　隆行　41歳　筑西支部

②施設管理10年、住宅のリノベーション設計監理３年

③施設管理職10年を経て、住宅、古民家のリノベーション設計監理で３年

になります。

④会員の皆様との交流ができればと考えています。

⑤講習会や見学会など興味のあるものに参加したいと思っています。

⑥お客様にご満足いただけるリノベーションの知識を深めていければと考

えています。

①小室　直樹　30歳　県央支部
②茨城県庁　土木部都市局　住宅課
③以前から建築士会の活動に関心があったのですが、この度は知人の紹介

により県央支部に入会させていただくこととなりました。よろしくお願
いいたします。

④会員の皆さまとの交流やイベントへの参加を通して、新しいことが学べ
るのではないかと思い、入会を決めました。

⑤官民を問わず、建築に関する情報交換の場が充実することを希望してい
ます。また、現場を見る機会があれば積極的に参加したいと思います。

⑥建築士として幅広い知識を身に付け、日々の業務に活かしていきたいと
考えています。

小室 直樹 30歳
支部名：県央支部

小口 隆行 41歳
支部名：筑西支部

①氏名・支部

②勤務先

③自己紹介

④入会の目的　　

⑤建築士会に期待する活動・参加したい活動

⑥建築士として将来の目標
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　令和２年10月10日に恒例の行事なった、真壁重要
伝統的建造物群保存地区内の活性化事業として、桜
川市まかべ街灯り　十三夜祭りが開催されました。
今年はコロナ禍の中での開催ということで、規模縮
小、かつ密になること避けての開催でしたが、台風
による悪天候予報の影響により、当初予定していた
規模より、更に縮小規模で行われました。
　しかし、想像以上に市民の方々が来場して頂き、
賑わいのある祭りとなりました。
　建築士会桜川支部としても商工業の振興に寄与す
るため、また茨城県建築士会のCO２削減運動として
苗木の配付を行なうことで建築士会のPRを努めら
れたと思います。
　次回にはブース内で会員の作品展示や、製作した
木工品の販売を行いたいと思います。

第６回
まかべ街灯り十三夜祭

桜 川 支 部 桜 川 支 部 　 鈴 木 　 孝 和支部活動
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　昨年行われた「つくばR８地域活性化プランコン
ペティション2020」に筑波支部は２年連続で参加し
ました。提案内容は周辺市街地の食・農・暮らしを
テーマに体験型のイベントを開催し、かつて地域に
あった産業や人の流れを取り戻しサイクルしようと
するものでした。ファイナリストとなったものの選
定には至らず、残念な結果となりましたが、地域の
方々からの印象が良かった為、現在つくば市の周辺
市街地である栄地区において筑波支部主催のICHI
（地域密着型のマルシェやワークショップを予定）
を開催することで準備を進めております。また、小
田や北条、上郷などでも支部会員の拠点を軸とした
空き家の活用、宝篋山トレッキングツアーや宿泊体
験なども企画しております。地元に密着した建築士

ならではの発案によって、単にハード面での地域貢
献ではなく、ソフト面で地域と寄り添い、新たな魅
力を発信する事で、人口減少や空き家問題の解決に
繋がればと考えております。

　コロナ禍ではありますが、日々の忙しさの中に、
ふと足を止めて、芸術の世界に触れてみるのも一興
かなと思います。今までと違う世界が見えてくるか
も知れません。と言うことで芸術の杜笠間に行って
きました。笠間陶芸美術館（青磁、白磁、青白磁展）、
笠間日動美術館（梅原龍三郎、藤田嗣治展）、春風
萬里荘などを廻り、凄い作品や建物を観て、支部の
みんなと大変有意義な一日を過ごしました。

■ 筑 波 支 部 　 青 木  孝 二

地域に寄り添う建築士を目指して

第４回建築士会雑学研修会
芸術の杜 笠間（令和２年10月10日）

■ 筑 波 支 部 　 茂 垣 　 直 樹

筑 波 支 部支部活動
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　支部独自の活動は総会、研修会、建築パトロー

ル（２回）と本部行事（ゴルフ大会等）への参

加としていますが、今年のコロナ禍ですべて見

直しとなってしまいました。

１．  総会は資料送付で文書回答とし、事業・予

算も承認されました。

２．  建築パトロールは、コロナ対策をしながら

前期分実施しました。

３．  研修会等の集会は見合わせとしましたが、

会員全員への事業として、

　　①会員プレート制作と配布

　　② 「茨城県県民手帳　令和３年版」の配布

をする事としました。

　　 支部長からの挨拶文を同封してお届けでき

ました。

４．  その他として、神栖市からの「木造住宅耐

震診断」１件実施しました。

　「省エネ法改正」（令和３年４月施行）への対

応等も気がかりですが、コロナ禍が収まり以前

のような集会等が開催されますように願うとこ

ろです。

－ 160 －

「鹿島支部」支部活動の紹介

鹿 島 支 部 鹿 島 支 部 　 内 芝 　 良 吉支部活動

KENCHIKU IBARAKI vol . 10 518



東海村文化祭建築士会展
Ｒ2．10/31~11/3
東海ステーションギャラリー
にて
　『特別な秋　文化芸術で暮らしに潤いを』をテー
マに今年の文化祭、新型コロナウイルス感染症対策
をしながらの開催となりました！
　感染症対策として、文化祭実行委員会にて足踏み
ポンプ式除菌スタンドを設置していただきました。
また、来場者にはマスクの配布を行い、氏名と住所
を受付で記入し連絡が取れるように配慮して開催さ
れました。
　実行委員会の皆様ご苦労様でした！！
　三密を避けた文化祭で全体的には長期の開催と
なったわけですが私どもの建築士会展では、４日間
の開催期間で準備を10月29日に行い、片付け等は11
月５日に行いました。ほかの展示グループの方々と
かち合わないように対応しました。感染症対策を行
いながらの開催でしたので、来場者は少数ではあり
ましたが、来場された方は熱心に準備したパネルを
見ていました。

「展示コーナーの入口付近に会員作品をレイアウト」

ひたちなか支部 ひ た ち な か 支 部 　 佐 藤 　 章 一 郎支部活動
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　H30年ひたち海浜公園見晴らしの里古民家の
工事写真パネル千田裕司さんの出展（優良工事
で表彰作品）次が額田の家で杉浦良幸さんの作
品です。
　その次が浜中本子さんの作品で囲炉裏のある
家です。その隣が桑原文子さんのマンションの
リノベーションです。その隣が女性委員会さん
の作品で矢中の杜で昭和初期の近代和風住宅
（茨城県つくば市にある国登録有形文化財）の
パネル展示です。
　みなさんご協力ありがとうございました。
　昔の暮らしのいいところの紹介パネル展示。
環境に配慮した住まいづくりのパネル展示、環
境問題がわかりやすいように動物の絵が入った
パネル展示、子供の目線で見られるように低い
配置としました。
　また、過去２年間の東海地区建築士会展の様
子の写真集をパネル展示しました。地元の建築
士さん、建築関係者の方々に会員募集のパネル
を展示し、テーブルの上に申込書、その他建築
関係資料を用意しました。
　若くて元気な会員が入会してくれることを期
待しています。
　会場の奥手には環境配慮、地球温暖化対策、
気候変動、関係のパネルを展示しました、2015
年に国連にて採択されたSDGｓの説明、17項目
目標の内容をパネル展示しました。我々建築士
としては17項目中の11項目の“住み続けられる
まちづくりを”考えなければいけないのでしょ
うが、17項目すべてを2030年までにゴールする
ことが定義されている、今後の対応が問われる
ところだと思います。
　今回29枚のパネル展示をいたしました。新型
コロナウイルス感染症の対策をしながらの開催
で会員皆様の日程調整が難しく小人数での準
備・片付けが大変だったと思います。東海村の
文化祭は昭和48年に始まり今年で第48回目を迎
えました！！「継続は力なり」
　伝統をつないだ文化祭であったと思います、
東海地区の会員の皆様にお応援をしていただき
感謝いたします。御協力していただいた会員を
ご紹介いたします、浜中本子さん、那珂地区の
桑原文子さん、大川佳史さん、忠田恭一さん、
杉浦良幸さん、千田裕司さん、その他有志２名
以上、ご協力ありがとうございました。

東海ステーションギャラリーB 会場入口付近
東海駅一階にて開催！！
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　日本建築士会連合会主催の「既存住宅状況調査技
術者講習」を11月19日に茨城県開発公社ビル１階中
会議室にて開催いたしました。
　25名の受講生のもと新型コロナウイルス感染症対
策を万全に行った上で、午前９時40分から午後５時
までの講習を行いました。
　講習の内容として午前は既存住宅状況調査の背景
と概要、技術者の役割と遵守事項、調査の手順と情
報の開示、調査方法基準等について、午後は午前に
引き続き調査方法基準、検査機器、住宅の瑕疵の実
例等についてそれぞれ講義を行い、そのあと考査を
実施いたしました。
　この講習は宅地建物取引業法の改正により、既存
住宅の売買時に既存住宅状況調査の説明が義務付け
られたことから行ったものです。この講習及び法改
正を通してわれわれ建築士の業務が拡大し、建築士
の社会認知度がさらに高まることを切に望みます。
　末筆ながら講師を勤められた坪和昭男様と長塚威
様に衷心より感謝を申し上げます。

長谷川副委員長

講師の坪和氏

既存住宅状況調査技術者講習
（新規）について

新規講習を実施した

委員会
活 動

研 修 委 員 会 副 委 員 長 　 長 谷 川 　 隆 浩

21けんちく茨城 105号



　令和２年10月５日、水戸合同庁舎にお
いてコロナ禍の中、スタッフ・参加者の
マスク着用、消毒、検温を徹底させ「木
造住宅耐震診断士養成講習会」が開催さ
れました。講師には（一社）茨城県建築
士会情報・広報委員の軽部先生及び（一
社）茨城県建築士会副会長・ひたちなか
支部長の川又先生を迎えて行われました。
新耐震基準となる昭和56年以前に建築さ
れた既存の木造住宅の耐震診断を行う診
断士を養成する講習会です。
　市町村が実施する木造住宅耐震診断士
派遣事業や耐震診断費補助事業を利用する場合、そ
の診断を行う建築士等が茨城県木造住宅耐震診断士
であることが必要となります。当日の講習会には新
規・更新に85名の参加がありました。認定要綱等の
説明、大子町の耐震関連補助制度の説明に続き、第
一部「総論・一般診断法　被災度区分判定の概要」、
第二部「例題演習・精密診断・補強方法」という構
成で約４時間の講習となりました。初登壇となる軽
部先生による第一部では、耐震改修促進法ができた
経緯やその内容について、設計と耐震診断の違い等、
また建築基準法の改正に伴って変わってきた木造住
宅に関する基準の変遷、耐震診断における基本的な
ルールや流れの基礎的な話から始まりました。次に、
市町村が行う耐震診断士派遣事業で使用される一般
診断法の解説です。これは技術的な話ばかりでなく
実際に先生が経験されてきた話を交えての講義でし
た。依頼者への接し方や注意事項等、やはり一般の

方にわかりやすい説明が、トラブルを避ける重要事
項ということが伝わりました。市町村からの公務の
依頼として行っていることを自覚して耐震診断業務
を行わなければならないという事を感じました。川
又先生による第二部では、具体的な計算方法や耐震
補強のための精密診断の概要、並びに実際の補強方
法などを実例と共に解説頂きました。また、この講
習を受講すればすべて理解できるという事ではなく、
やはり経験を積み重ねながら技術を身に着けて行く
ことが大切であるという先生の言葉を肝に銘じて、
さらなる木造住宅耐震診断士としてのスキルアップ
を感じさせられる講習会でした。なお茨城県建築士
会では、茨城県より委託を受け次年度以降もこの講
習会を実施する予定です。認定要件に該当する方や
更新時期に当たる方はぜひ受講していただきたいと
存じます。

茨城県木造住宅耐震診断士養成講習会について

委員会
活 動

情 報 ・広 報 委 員 会 委 員 　 石 黒 　 幸 喜
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　県民の日であった令和２年11月13日（金）、茨城
県と関係協議会が主催する被災建築物応急危険度判
定模擬訓練に参加してきました。当日は午前と午後
の２部制で合計72名の方が参加し、２人一組のチー
ムになって実際に建つ被災モデル建築物や被害を再
現した被災パネルを使用した判定模擬訓練及びド
ローンによる空撮データ解析によって建築物の被害
状況を把握する技術のデモンストレーションが行わ
れました。東日本大震災からまもなく10年が経ちま

すが、あの日起きた出来事は、まだ鮮明に心の中
に刻まれています。現在、約2,200名の判定士が登
録されているとの事ですが、実際に災害が起きた際、
家族や友人、関係する人々と様々な事を考えつつも
二次災害防止の為に建築士として迅速かつ円滑に行
動できるかはとても重要です。今回の参加者は行政
の方がほとんどで民間からは数名でしたが、実践的
な訓練で調査の仕方や流れを頭の片隅に入れておく
ことは官民関係なく必要な事だと感じました。

応急危険度判定模擬訓練に参加して

委員会
活 動

青 年 委 員 会 筑 波 支 部 　 茂 垣  直 樹
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　10月30日（金）わくわくセミナーでは初となる、
ZOOMを使用してのオンラインセミナー「木質系
内装材について」を開催しました。
　コロナ禍で対面での講習会にも人数制限を設ける
など様々な規制が必要となっていましたが、なるべ
く多くの方にご聴講頂ける方法として企画したもの
です。
　講師には、材木や自然素材を中心とした製品を多
く扱い、日本各地で工務店向けのセミナーも開催
している株式会社ムラモト　水野 斉さんお迎えし、
金沢よりご講義頂きました。
　建築というものに様々な形で関わる私たちに向け
お話があったのは、「材料の特性を知ることで、起
こり得る事象に対して正しく判断できる」というこ
と。
　使い方によって様々な表情を見せる木材・木質系
内装材について、画面を通じてのセミナーというこ
とを考慮し、施工例を含めた多くの写真を元にご解
説頂きました。

　今回は20名を超える参加があり、いつもは開催地
の遠方ということで参加を断念していた方々にも多
く興味を持って頂けたことは、今回のオンラインセ
ミナーでの大きな成果だったかと思います。
　対面でのセミナーの良さとはまた違った利点のあ
るオンラインセミナーを体験する良い機会だったと
いう声の他、一方で受講中のコミュニケーションの
取り方など課題も分かり、今後更により良いセミ
ナーへと繋げていければ良いと思っています。

■ 筑 波 支 部 　 矢 口  朋 子

「木質系内装材について」

委員会
活 動

女 性 委 員 会（わくわくセミナー）
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　新型コロナ感染症の感染者の増加が心配される中
で、今までとは違う環境でのセミナーとなりました
が、参加者の皆様のご協力のもと無事にとり行うこ
とができました。
　これからの省エネ住宅の中のひとつである、ネッ
ト・ゼロ・エネルギーハウス（ZEH）の現状を勉強
しました。講師の方に様々なデータを用意していた
だき、初期費用は高くても、ランニングコストを考
えればZEH住宅は購入メリットがあるにもかかわら
ず、建築実績がそれほど積みあがらない実態。寒さ
は身体に負担を与えること、健康面、生活面に及ぼ
す影響など十分に考慮する必要があると思いました。
　2021年４月からは建築物省エネ法の改正によって
省エネ基準に適合しているかどうかの説明義務化も
始まり、建築士は新たな対応が求められます。
　これからも、セミナー等を通じたくさんの事を勉
強していきたいと思います。

■ 土 浦 支 部 　 高 橋  光 子

「ZEH基準の自社仕様選定と
　　　　　　そのメリットを伝える方法」
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　師走に入り冬の寒さを感じる12月１日、茨城県総
合福祉会館にてコロナウィルス感染拡大防止対策の
上、北欧のオーナメント「ヒンメリ」のワークショッ
プが開催されました。

　講師は、‘ヒンメリワーク　Meguri’主催　加藤　
千絵子先生。ご自身の庭で材料となるライ麦を育て
ていらっしゃいます。10月に種をまき、成長して高
さ２ｍほどになるライ麦を細さ長さを揃えたものと
クリスマスのイメージでサンキライの実、ヒバを添
えたキットをご用意して下さいました。

　ヒンメリ（himmeli）とは乾燥した麦わらを糸で
つないで作るフィンランド伝統の飾りで「光のモ

ビール」とも呼ばれています。高緯度に位置する
フィンランドの冬は太陽の光が貴重であり、太陽と
豊穣のシンボルである麦わらを使ってつくるヒンメ
リは幸運を運ぶと言われています。
　今回は基本形である大小異なる八面体を２つ作成
しました。仕上げに赤いサンキライの実やヒバを皆
さん思い思いに飾りながら、無心になって楽しく作
成しました。

　家に持ち帰ったヒンメリが窓際でゆらゆら揺れる
たびに、幸せが舞い込むという言い伝えを思い出し
て心がほっこりあたたまります。

■ 日 立 支 部 　 近 藤  あ す か

「麦わらでつくるヒンメリワークショップ」

委員会
活 動

女 性 委 員 会（ラブアークセミナー）
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毎月

※営業時間／平日午前９時～午後６時まで（第１・３土曜日は16：00まで）

令和３年１月

※県南事務所は2021年４月12日より「つくば市島名2920番地（万博公園西Ｆ街区６画地）TEL029-886-3211」に移転します。

27けんちく茨城 105号



◆資料請求・各種お問い合わせは下記までお気軽にどうぞ！◆

あなたの夢、応援します。あなたの夢、応援します。

TEL.029-305-5433
〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978-27 IPICビル3F

水戸校
TEL.029-863-5015

〒305-0008 茨城県つくば市流星台33-1

つくば校
TEL.0476-22-8011

〒286-0045 千葉県成田市並木町221-16

成田校

1級建築士合格／中島祐里さん

私
も
日
建
で

頑
張
り
ま
し
た
。

　　　　  は、客観性・公平性の高い第三者の調査機関より
下記の3つでNo.1の評価をいただきました。

どんな時も、安心・安全な講義で、受講生の頑張りを結果に！

令和の新時代と共に踏み出した100年企業への道

1級建築士 合格実績

日建学院平成30年間の合格実績

平成の30年間に誕生した1級建築士の
半分以上が日建学院生です！

1級建築士 90,284人

当学院の1級建築士
合格者占有率

57.0%

（全国累計 158,307人※）

※上記全国累計は（公・財）建築技術教育普及センター
発表試験結果（1989～2018年）のデータです。

三冠達成！三冠達成！

女性が選ぶ資格スクール
No.1

建築のプロがおすすめする建築士講座
No.1

大学生が選ぶ資格スクール
No.1

日本マーケティングリサーチ機構　調査概要：2020年4月期_ブランドのイメージ調査
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一般社団法人

茨城県建築士会


